
 

 
 

 

 

西宮市自殺対策計画 
～気づく つながる 支える いのち～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和６（2024）年３月 

西宮市  



 

  



 

“誰も自殺に追い込まれることのない西宮市” 

の実現をめざして 
 

我が国の自殺対策は、平成 18年に「自殺対策基本法」が制

定されて以降、これまで「個人の問題」と認識されがちであっ

た自殺が広く「社会の問題」と認識されるようになり、自殺者

数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実な成果を上げ

ています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大後、全国

的に女性や子供・若者の自殺者数が増加し、令和２（2020）

年には自殺者数が 11 年ぶりに前年を上回りました。更に令和

４（2022）年には、小中高生の自殺者数が過去最多となって

います。 

 

このような中、本市では、地域の実情に応じた総合的な自殺対策を推進するため、新

たに「西宮市自殺対策計画」を策定しました。本計画では、本市の既存事業を自殺対策

の視点から検証し、アンケート調査等から本市の現状や課題を明らかにした上で設定し

た８つの基本目標に基づき、自殺対策を「生きるための包括的な支援」として取り組ん

でいくこととしています。 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その背景には精神保健上の問題だけ

ではなく、生活や経済にまつわる様々な社会的要因があると言われています。今後は、

本市の様々な分野の施策において自殺対策の視点を持ち、「誰も自殺に追い込まれること

のない西宮市」の実現を目指して取り組んでまいります。市民の皆さま、関係機関・団

体、企業、行政等がそれぞれの立場で協働、連携して本計画の推進に努めてまいります

ので、より一層のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「西宮市自殺対策ネットワー

ク会議」の皆さまをはじめ、アンケート調査等にご協力いただいた皆さま、及び関係者

の皆さまに心からお礼申し上げます。 

 

令和６（２０２４）年３⽉ 
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「自殺」と「自死」の表現について 

本計画では、いのち支える自殺対策推進センターの「自死遺族等を支えるために

～総合的支援の手引」の内容を踏まえ、「自殺」については、人が命を絶たざるを

得ない状況に追い込まれるプロセスとして捉え、その行為の防止策等について記載

する場合に使用し、一方で、遺族や遺児に関する表現については、「自殺」という

行為自体が焦点となっているわけではないため、遺族の心情に配慮した表現として

「自死」という言葉を使用します。自殺対策の取組を進める中においても、どちら

か一方に統一するのではなく、関係性や状況に応じた丁寧な使い分けをしていくこ

とが重要と考えます。 


